
芝西小 校庭利用について 
校庭を利用できるのは、本校児童と保護者、放課後児童 

クラブ、施設利用団体の方です。学校関係者以外の方は、 

ご利用できません。立ち入りはご遠慮ください。 

 

【校庭利用時刻】 

   ３月～１０月 午後４時４５分まで 

１１月～ ２月 午後４時１５分まで 

長期休業日 午前９時から 

土・日・祝日・学校閉庁日は、利用できません。 

（施設利用団体は、申請した時間に利用できます。） 

 

【校庭利用のルール】 

〇野球のバット・テニスのラケットは、打球や道具が当たった 

場合に、大きなけがにつながる恐れがあるため、使用を 

禁止します。 

（施設利用団体利用時は、監督者の元で使用可とします。） 

（キャッチボールやバドミントンは、まわりに気をつければ、 

使用可とします。） 

 〇ボール遊びをするときは、ゆずりあって使いましょう。 
 



 

校庭利用のルール掲示と門施錠について 

 

令和６年１月２５日 

教頭 

 

１．導入のねらい 

  〇安全な校庭利用のために、ルールを明確にし、周知を図る。 

  〇夜間・休日の校庭管理体制を明確化し、事件・事故を防止する。 

 

２．ルールの明確化について（裏面参照） 

  〇利用可能者（本校児童と保護者、施設利用団体、放課後児童クラブ） 

  〇利用時間 

  〇利用時のルール 

 

３．運用に向けて 

  〇１月１８日（木）職集にて提案 

〇１月１９日（金）生徒指導委員会にて、内容・掲示内容検討 

  〇１月２５日（木）職集にて周知 

  〇１月下旬（施設利用団体・放課後児童クラブに周知…教頭） 

  〇２月学校だよりにて保護者・児童・地域に周知 

  〇２月１日（木）正門前にルールの掲示 

  〇３月１日（金）正門・裏門施錠開始 

 

４．正門・裏門施錠について 

  〇職員駐車場とは別に、ダイヤル錠を施錠する。 

   （職員・放課後児童クラブ・施設利用団体に番号を伝える。） 

  〇朝は、最初に利用する人が開錠する。   

  〇帰りは正門については、職員駐車場を施錠・開錠するときに、一緒にする。 

   施設利用団体が利用時は、利用団体が施錠する。 

   裏門については、放課後児童クラブの職員が施錠する。 

   〇休日については、放課後児童クラブ・施設利用団体が開錠・施錠をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保護者様 

令和６年１月３１日   

川口市立芝西小学校   

校長 山田 晴美   

校庭利用のルール掲示について 

 

   晩冬の候、保護者の皆様方には、日頃より本校の学校教育活動へのご理解、ご協力を 

誠にありがとうございます。 

   さて、懸案事項の一つでございました校庭利用の仕方につきまして、令和６年２月１日より

下記の通り、実施いたします。ご確認の上、実施へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

 １．校庭の利用者について 

    原則として、学校関係者といたします。 

    ・本校在籍児童（同伴の保護者を含む） 

    ・本校放課後児童クラブ所属児童（管理は、放課後児童クラブ） 

    ・本校施設開放団体（管理は、各利用団体） 

    ・卒業生、地域の皆様方の利用は、学校の許可（事前申請）を得る形となります。 

  

 ２．校庭開放時間について 

    学校職員の勤務時間を校庭管理時間といたします。 

    ・冬季（１１月～２月）は、日没の時刻が早いため、安全上、終了時刻も早くしています。 

    ・施設開放団体利用時につきましては、申請時間となります。監督者の安全管理（利用終

了時の安全確認等）のもと、記載時刻外の利用を許可しております。 

    ・開放時間外の校庭、敷地内への立ち入りは原則禁止となります。 

     （放課後児童クラブへの送迎、学校行事等、 

      用のある場合を除きます。） 

３．校庭利用のルールについて 

   学校だより 11月号に記載した内容「野球・

テニスなどの道具を使った球技の遊びは禁止」

を一部変更（※）したものを正門に掲示、周知

してまいります。（右図参照） 

 

 

 

・キャッチボール、バドミントンにつきまして

は、周りの安全に十分気を付けて遊ぶように

してください。 

 

 

 

 


